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令和８年 
須磨警察署 

☏731-0110 

改正道路交通法のポイント～自転車への青切符の導入 

道路交通法の一部を改正する法律（令和６年法律第 34 号）が令和８年４月１

日から施 行され、自転車の違反に対して交通反則通告制度が導入されます。 

これまでの手続は、自転車の交通違反を検挙すると、赤切符等を用いて、刑

事手続による処理が行われました。 

   交通反則通告制度が自転車の交通違反に導入されると、16 歳以上の者が行っ

た自転車の「反則行為」に対して、青切符による処理が行われます。 

 

   青切符導入後も、 

  〇 自転車の交通違反に対しては基本的に「指導警告」を実施 

  〇 交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」は検挙の対象 

  という交通違反の指導取締りについての基本的な考え方は変わりませんが、検

挙後の手続が変わります。 

 

 
反則金の対象となる違反の一例 

酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転といった

重大な違反は、反則行為に該当せず、これまでと

同様に刑事手続きにより処理されます。 

 




